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教科用図書検定規則実施細則

平成元年10月17日文 部 大 臣 裁 定
一部改正 令和⚓年⚒月12日
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⚗ 不合格図書の再申請の期間

第⚓ 検定済図書の訂正等
第⚔ 見本の提出
第⚕ 申請図書等の公開
第⚖ 検定済図書の著作者の氏名等についての変更の届出
附則・別記・別紙様式

第⚑ 検定の申請
⚑ ⽛検定審査申請書⽜の提出（教科用図書検定規則（平成元年文部省令
第20号。以下⽛規則⽜という。）第⚕条第⚑項関係）
⑴ 提出部数
教科用図書検定申請受理種目（平成元年文部省告示第89号）の表に掲
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げる区分（小学校及び中学校については受理単位，高等学校については
受理種目）ごとに，別紙様式第⚑号の⽛検定審査申請書⽜を正副各⚑通
提出する。（高等学校については，⽛学年⽜欄は空欄とし記入しない。以
下，全ての書類について同じ。）
⑵ 郵送等による提出
検定審査申請書及び申請図書（いずれも添付書類を含む。）については，
郵送等により提出することも可能とする。
⑶ 記入上の留意事項
① ⽛著作者の氏名⽜欄には，著作権法（昭和45年法律第48号）による
著作者の氏名（共同著作物の場合は，代表者の氏名）を記入する。
② ⽛全体のページ数⽜欄には，申請図書の総ページ数を次により算定
して記入する。
ア 申請図書の総ページ数とは，表紙，見返し，折り込み，口絵，扉，
目次，索引，巻末資料，白紙のページなどを含む申請図書全体のペ
ージ数とする。
注⚑ 見返しがついている場合は，表見返しの⚑及び裏見返しの⚔
並びにこれに接する表紙の⚒及び⚓はページ数に算入しない。

注⚒ 折り込みについては，一葉ごとにその片面の面積を当該図書
の判型の面積で除して得た数（小数第一位で端数切上げ）に⚒
を乗じた数をページ数に算入する。折り込み以外で当該図書と
判型の異なる紙葉についても同様とする。

イ 日本産業規格A列⚕番以外の判型の申請図書については，当該図
書の⚑ページの面積をA列⚕番の面積で除した数（小数第三位で端
数切上げ。ただし，B列⚕番の申請図書については，1õ5，A列⚔番の
申請図書については，⚒とする。）を当該図書の総ページ数に乗じて
得た数（小数第一位で端数切上げ）を，（ ）内に記入する。

③ ⽛分冊ごとのページ数⽜の欄には，②に準じて分冊ごとに算定した
ページ数を記入する。

⑷ 検定審査申請書の添付書類
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① 検定審査申請書の添付書類については，小学校及び中学校は受理単
位ごと，高等学校は受理種目ごとに作成し添付する。ただし，添付書
類のうち別紙様式第⚔号の⽛誓約書⽜は，学校種にかかわらず，教科
ごとに作成し添付する。
② 申請図書の著作編修に関与した全ての者の氏名，職業などを記載し
た別紙様式第⚒号の⽛著作編修関係者名簿⽜及び申請図書等の公開に
同意する文書として別紙様式第⚓号の⽛申請図書等公開同意書⽜を各
⚑部添付する。
③ 第⚒の⚑⑶に定める不公正な行為をしていないことを誓約する文書
として別紙様式第⚔号の⽛誓約書⽜を⚑部添付する。
④ 検定審査申請書の添付書類は，様式ごとに両面印刷とする。（以下，
⚒⑵⑧の⽛申請図書の添付書類⽜についても同じ。）

⚒ 申請図書の提出（規則第⚕条第⚒項関係）
⑴ 提出部数
教科・種目ごとに初等中等教育局長が別に定める部数とする。

⑵ 作成要領
① 表紙
ア 表紙の⚑及び⚔並びに背は白色とし，表紙の⚑及び背に目的とす
る学校及び教科の種類，種目，学年並びに巻冊の別のみを黒色で記
入する。この場合，⽛小・国・⚑（上）⽜などと略記することができ
る。ただし，背については，ページ数が極めて少ないため記入が困
難なときは，記入しなくて差し支えない。
イ 供給本の表紙の⚑，⚔及び背並びに扉の見本を，申請図書を提出
した日の翌日から起算して84日以内に，別紙様式第⚖号の⽛表紙等
提出届⽜⚒部とともに，初等中等教育局長が別に定める部数提出す
る。供給本の表紙の⚑，⚔及び背並びに扉の見本のうち各⚑部につ
いては，供給本に使用する紙質と同一の用紙を使用し，本刷りとす
る。その他の部数については，下記⑦に示す事項については記載し
ないものとし，本刷りをカラーコピーしたもので差し支えない。な
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お，提出する全ての表紙の見本の裏面右上に受理番号を記入すると
ともに，学年ごとに分冊となる場合には，当該学年が表紙の見本で
確認できること。
ウ 文部科学省が事前に付与する申請図書番号を，表紙の⚑の中央下
部及び背の下部に記載する。

② 印刷用紙
供給本に使用する紙質と同一とする。

③ 印刷
本刷り（これと同等の質を有する印刷を含む。以下同じ。）とする。
なお，本刷りに代えて，これと同一の字詰めによって申請図書にワー
ドプロセッサ等で印字した別紙を貼り込むことは差し支えない。
④ 製本様式
供給本と同一とする。

⑤ ページ数字
申請図書（表紙及び扉を除く。）には，ページ数字をつけること。た
だし，口絵等については，通し番号等を付すことでこれに代えること
ができる。
⑥ 行数字
次の教科（種目）を除き，各ページの欄外に⚕行ごとに行数字（⽛⚕⽜，
⽛10⽜，⽛15⽜など）を記入する。
小学校…………国語科（書写），社会科（地図），音楽科，図画工作

科
中学校…………国語科（書写），社会科（地図），音楽科，美術科
高等学校………地理歴史科（地図），芸術科

⑦ 申請図書に記載しない事項
申請図書の名称，著作編修関係者の氏名，発行者の氏名（又は名称），
発行者のマーク又は発行者を表すカット等の申請図書，著作編修関係
者及び発行者が特定可能な情報は記載しない。（以下，⽛⑧申請図書の
添付書類⽜についても同じ。）ただし，発行者が管理するウェブサイト
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のアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。以下同
じ。）を掲載する場合には，掲載する箇所を黒枠線で囲み，⽛URL掲載⽜
などと記載すること。
⑧ 申請図書の添付書類
ア 別記に示すところに従って必要な添付書類を作成し，学校及び教
科の種類，種目，学年並びに巻冊の別を記入した袋の中に入れる。
その際，編修趣意書（別紙様式第⚕－⚑号から第⚕－⚓号まで）に
ついては，様式ごとに両面印刷の上，まとめてステープラーで左上
綴じし，他の添付書類とは一緒に綴じないこと。
イ 申請図書の添付書類は，図書ごとに作成し添付することを原則と
するが，編修趣意書については，小学校及び中学校は受理単位ごと
（ただし，⽛学年ごとに分冊とする⽜とされている受理種目は分冊ご
と），高等学校は受理種目ごとに作成し添付する。
ウ 申請図書の添付書類のうち，別記の⽛⑪ 外国語（英語）音声⽜に
ついては，申請図書を提出した日の翌日から起算して35日以内に，
初等中等教育局長が別に定める部数を提出する。
エ 申請図書の添付書類のうち，別記の⽛⑫ 解答一覧表⽜及び⽛⑬ コ
ンピュータプログラム等関連ファイル⽜については，該当する教科
（種目）ごとに別記に示す部数を提出すればよい。
オ 検定の申請後に申請図書の名称の変更を行う場合は，別紙様式第
⚗号の⽛申請図書の書名変更届⽜を作成し提出する。
カ 申請図書の添付書類の袋の右上部に，文部科学省が事前に付与す
る申請図書番号を記載する。

⚓ 検定審査料算定の基礎となるページ数（規則第13条関係）
⽛検定審査申請書⽜の⽛全体のページ数⽜の欄に記入したページ数と
する。ただし，日本産業規格A列⚕番以外の判型の申請図書については
（ ）内に記入したページ数とする。
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第⚒ 申請図書の審査手続
⚑ 申請図書等の適切な管理（規則第⚖条関係）
⑴ 規則第⚖条に規定する申請図書その他の検定審査に関する資料及び審
査内容（以下⽛申請図書等⽜という。）
① 規則第⚖条に規定する申請図書その他の検定審査に関する資料とは，
検定審査申請書及び申請図書（いずれも添付書類を含む。），検定意見
書，検定意見に対する意見申立書，申し立てられた意見の認否書，検
定審査不合格理由書，不合格理由に対する反論書，反論認否書，修正
表その他文部科学省に提出し，又は文部科学省から受領した検定審査
に関する一切の資料とする。
② 規則第⚖条に規定する審査内容には，当該申請図書に係る文部科学
省による照会及びそれに対する回答の内容，検定審査の進捗状況その
他の当該申請図書の検定審査に関する一切の情報を含むものとする。

⑵ 申請図書等の適切な管理
① 文部科学省は，検定結果公表（当該年度の全ての申請図書の検定審
査の終了後に文部科学省によって行われる当該検定審査の結果の公表
をいう。以下同じ。）までは，②に掲げるもののほか，当該申請図書に
係る調査意見を記載した資料その他の当該申請図書の審査に関する資
料及び当該申請図書に関する審査について，その内容が外部の者の知
るところとならないよう，適切に管理しなければならない。
② 申請者は，検定結果公表までは，当該申請図書並びに当該申請図書
の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知
された文書について，その内容が当該申請者以外の者の知るところと
ならないよう，適切に管理しなければならない。
③ 文部科学省は，申請者側の不適切な情報管理により，申請図書等の
情報が流出した場合，必要に応じ，申請者名その他の情報を含む当該
事案の概要を公表することができるものとする。この取扱いは，規則
第14条に基づく検定済図書の訂正についても同様とする。
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⚒ 申請図書の審査（規則第⚗条関係）
⑴ 検定意見の通知
検定意見の通知は，別紙様式第⚘号の⽛検定意見書⽜を交付すること
により行う。
⑵ 検定手続の一時停止等
文部科学省は，教科用図書検定調査審議会において調査審議の一時停
止その他必要な措置が講じられたときは，検定意見の通知等検定手続の
一時停止その他必要な措置を行うことができるものとする。
⑶ 規則第⚗条第⚒項の規定による検定審査不合格の決定
申請者が下記のいずれかに該当する場合は，規則第⚗条第⚒項の規定
により，検定審査不合格の決定を行うものとする。
① 禁錮以上の刑に処せられ，又は義務教育諸学校の教科用図書の無償
措置に関する法律（昭和38年法律第182号）の規定に違反し，若しくは
教科用図書の採択に関し刑法（明治40年法律第45号）第198条若しくは
第233条の罪，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法
律（平成11年法律第136号）第⚓条第⚑項（同項第11号に係る部分に限
る。）若しくは同条第⚒項（同条第⚑項第11号に係る部分に限る。）の
罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関す
る法律（平成12年法律第130号）第⚔条の罪を犯して罰金の刑に処せら
れ，その刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日
から⚓年を経過していない場合
② 図書の発行に関し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律（昭和22年法律第54号）その他の法令の規定に違反する著しく不公
正な行為をしたことが認められた場合
③ 検定結果公表前の申請図書を採択関係者に対して開示し，対価を伴
う意見聴取を行ったことが認められた場合
④ 採択関係者に対して不当に利益を供与したことが認められた場合
⑷ 規則第⚗条第⚓項に規定する特定行為とは，検定結果公表前に申請図
書等の内容を公表することその他検定結果公表前における当該申請図書
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等の情報の管理が不適切であること（規則第12条第⚑項の規定による再
申請がなされた場合にあっては，検定審査不合格となった図書の内容で
あって当該再申請がなされた申請図書に同様の内容が記載されているも
のについて，その内容に係る検定審査の結果の是非に関する議論を惹起
させる行為その他これに類する行為を行うことにより，当該行為の態様
に照らして当該再申請がなされた申請図書の情報の管理が不適切であっ
たのと同様の事態を生じさせたと認められる場合を含む。）により，検定
審査（当該申請図書以外の申請図書に係る検定審査を含む。）に重大な影
響を及ぼしたと認められる行為をいう。
⚓ 不合格理由の事前通知及び反論の聴取（規則第⚘条関係）
⑴ 事前通知の方法
検定審査不合格理由の事前通知は，別紙様式第⚙号の⽛検定審査不合
格理由書⽜を交付することにより行う。なお，規則第⚗条第⚒項の規定
による検定審査不合格の決定を行おうとする場合には，⽛⚒．欠陥箇所⽜
は省略する。
⑵ 検定審査不合格理由に対する反論は，規則第⚗条第⚑項の規定による
検定審査不合格理由の事前通知を受けた場合は，別紙様式第10号の⽛不
合格理由に対する反論書⽜及び別紙様式第10号別紙①に，規則第⚗条第
⚒項の規定による検定審査不合格理由の事前通知を受けた場合は，別紙
様式第10号の⽛不合格理由に対する反論書⽜及び別紙様式第10号別紙②
によるものとする。
⑶ 別紙様式第10号別紙①及び別紙様式第10号別紙②の記入要領
別紙様式第10号別紙①及び別紙様式第10号別紙②の記入要領について
は，初等中等教育局長が別に定める。
⑷ 反論の認否の通知
反論書の提出があった場合において，申請図書の検定審査不合格の決
定を行ったときは，検定審査不合格の決定の通知の際に，規則第⚗条第
⚑項の規定による検定審査不合格の場合は別紙様式第11号①の⽛反論認
否書⽜を，規則第⚗条第⚒項の規定による検定審査不合格の場合は別紙
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様式第11号②の⽛反論認否書⽜を交付する。
⚔ 検定意見に対する意見の申立て（規則第⚙条関係）
⑴ 検定意見に対する意見の申立ては，別紙様式第12号の⽛検定意見に対
する意見申立書⽜及び別紙様式第12号別紙によるものとする。
⑵ 別紙様式第12号別紙の記入要領
別紙様式第12号別紙の記入要領については，初等中等教育局長が別に
定める。
⑶ 申し立てられた意見の認否の通知
検定意見に対する意見申立書の提出があった場合は，提出があった日
の翌日から起算して 20日以内に，別紙様式第13号の⽛申し立てられた意
見の認否書⽜により申し立てられた意見を相当と認めるか否かを通知す
る。
⚕ 申請図書の修正（規則第10条関係）
⑴ ⽛修正表⽜の提出期間及び提出部数等
① 別紙様式第14号の⽛修正表提出届⽜⚑部とともに，別紙様式第14号
別紙の⽛修正表⽜⚒部（正副各⚑部）を，検定意見の通知のあった日
の翌日から起算して35日以内に提出する。
② ①に定める期間内に年末・年始の期間（12月29日から⚑月⚓日まで）
が含まれるときは，その日数を加算する。（以下，③の⽛初等中等教育
局長が別に指示する期日までの間⽜及び第⚔⑴の⽛見本の提出期間⽜
においても同じ。）
③ 申請者は修正表提出届の提出後，初等中等教育局長が別に指示する
期日までの間に必要があると認める場合，修正表を変更することがで
きる。
④ 申請者は③の別に指示する期日までに修正表（③による変更を行っ
た場合は変更後のもの）を初等中等教育局長が別に定める部数（正⚑
部を含む。）提出する。

⑵ 修正表の作成要領
① 目的とする学校及び教科の種類，種目，学年並びに受理番号を記し
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た表紙を添付する。
② ⽛受理番号⽜の欄には，申請図書の受理番号を記入する。
③ ⽛番号⽜及び⽛指摘箇所⽜の欄には，当該修正表により修正を行お
うとする箇所について，検定意見書に記されているそれぞれの記載事
項を記入する。
④ ⽛原文⽜の欄は，検定意見の指摘箇所に係る申請図書の記載内容及
び検定意見書に記載された⽛指摘事由⽜を記入し，⽛修正文⽜の欄は，
検定意見に従って修正した内容を記入する。
記入方法は下記による。
ア 原文は，指摘箇所のみならず，必要に応じ，修正の趣旨が分かり，
修正の適否が判断できるような一定の範囲について記入する。
イ 原文と修正文を対照して修正内容が容易に判別できるよう，原文
及び修正文の修正部分に下線を施すなどする。
ウ 削除する場合は，原文の該当部分を囲み，⽛修正文⽜の欄に⽛削除⽜
と記入する。
エ 原文は，申請図書の当該箇所をコピーしたもので差し支えない。
オ ⽛指摘事由⽜は，原則として，検定意見書に記載された⽛指摘事
由⽜のコピーを添付する。
カ 修正文は，特に指示する場合を除き，ワードプロセッサ等で印字
したものとし，図，写真等の修正については，⽛修正文⽜の欄に本刷
り又はこれに準ずるものを添付する。ただし，図，写真等の修正と
して本刷り又はこれに準ずるものを添付した修正表の提出は正⚑部
とし，その他の部数（副）については，本刷り若しくはこれに準ず
るもの又はこれらのコピー（修正表に直接印刷したものを含む。）を
添付する。
キ 図，写真等については，修正表提出時までに本刷り又はこれに準
ずるものを添付することが特別な事情により困難であるもので，特
に指示するものについては，暫時，原画のコピー又は版下のコピー
等で修正後の内容を示し，後日，本刷り又はこれに準ずるものを添
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付することができる。
ク 修正表の一葉の中に複数の指摘箇所についてまとめて記入するこ
とは差し支えない。その際，原文及び修正文の修正箇所に対応する
⽛番号⽜を示すなど，それぞれの修正内容が判別できるようにする
こと。
ケ 原文と修正文を一葉で示すことが難しい場合は，原文と修正文を
別葉にして修正表を作成しても差し支えない。

⑤ 意見の申立ての行われている指摘箇所については，⽛修正文⽜の欄に
⽛意見申立中⽜と記入して提出し，申し立てられた意見を相当と認め
ない旨の通知があったときには，当該通知のあった日の翌日から起算
して⚗日以内に検定意見に従った修正を行うこと。また，申し立てら
れた意見を相当と認める旨の通知があったときには，⑴③に示す初等
中等教育局長が別に指示する期日までに，該当する指摘箇所について
⽛修正文⽜の欄に⽛意見申立承認済⽜と記入した修正表を提出する。
⑥ 検定意見に従った修正を行った結果，他の箇所に新たに修正を行う
必要が生じた場合は，修正表により，検定意見に従った修正に関連し
た修正を行うこと。その際には，関連修正である旨及びその修正の理
由を示すこと。
⑦ 検定意見に従った修正として，スクリプト（図書中に示されていな
い外国語（英語）スクリプトに限る。以下，この⑦において同じ。）の
変更を行う場合，⽛原文⽜の欄は④に示す事項に加え，スクリプト原文
を記入し，⽛修正文⽜の欄は⽛スクリプトを変更⽜と記入のうえ，スク
リプト変更文を記入すること。
⑧ 検定意見に従った修正として，外国語（英語）音声の変更を行う場
合，⽛原文⽜の欄は④に従って記入し，⽛修正文⽜の欄は⽛音声を変更⽜
と記入して提出する。変更した外国語（英語）音声を記録したものを
提出する部数及び期日は初等中等教育局長が別に定める。
⑨ 検定意見に従った修正として，ウェブサイトのアドレスによって参
照するウェブサイトの内容を変更する場合，⽛原文⽜の欄は④に示す事

検定規則実施細則

29



102-1-教科用図書検定規則実施細則  Page 12 21/11/08 11:56  v3.60

項に加え，参照先ウェブサイトの画面又はURLを記入し，⽛修正文⽜の
欄は⽛学習上の参考に供する情報を変更⽜と記入のうえ，修正後の画
面又はURLを記入すること。

⑶ 修正が行われた申請図書の審査に基づく不合格決定の通知
規則第10条第⚒項による検定審査不合格の決定を行ったときは，不合
格決定の通知の際に別紙様式第⚙号の⽛検定審査不合格理由書⽜を交付
する。
⑷ 修正表の提出がない場合の不合格決定の通知
規則第10条第⚓項による検定審査不合格の決定の通知は，修正表の提
出がない旨の理由を付して行う。
⚖ 調査意見を記載した資料（規則第11条関係）
教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見を記載した資料は，
別紙様式第15号の⽛調査意見書⽜によるものとする。
⚗ 不合格図書の再申請の期間（規則第12条関係）
⑴ 小学校用及び中学校用教科書の場合
① 以下のアからウまでのいずれかに該当する不合格図書の再申請の期
間は，検定審査不合格の決定を行った年度の翌年度の⚖月⚑日から⚖
月10日までの期間とする。
ア 教科用図書検定調査審議会において，⽛教育基本法に示す教育の
目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標等に照らして，
教科用図書としての基本的な構成に重大な欠陥が見られるものや，
⚑単元や⚑章全体にわたる極めて重大な欠陥が見られ，適切な修正
を施すことが困難と判断されるもの⽜に該当すると判定された不合
格図書
イ 教科用図書検定調査審議会において，⽛欠陥箇所数が著しく多い
もの⽜に該当すると判定された不合格図書
ウ 規則第⚗条第⚓項又は第10条第⚒項若しくは第⚓項に基づき検定
審査不合格になった不合格図書
エ 規則第12条の規定による再申請に基づいて行われる検定審査にお
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いて検定審査不合格になった不合格図書
② ①に該当しない不合格図書の再申請の期間は，規則第⚘条第⚑項の
不合格理由の事前通知のあった日の翌日から起算して，70日以内の期
間とする。

⑵ 高等学校用教科書の場合
検定審査不合格の決定を行った年度の翌年度の⚖月⚑日から⚖月10日
までの期間とする。

第⚓ 検定済図書の訂正等（規則第14条及び第15条関係）
⑴ 規則第14条第⚒項の文部科学大臣が別に定める日は，次のとおりとす
る。
① 規則第⚗条第⚑項の検定の決定の通知を受けた場合は，見本の提出
日
② 規則第10条第⚒項の検定の決定の通知を受けた場合は，検定の決定
を行った年度の翌年度の⚖月⚑日

⑵ 検定済図書の訂正申請は，別紙様式第16号の⽛検定済図書の訂正申請
書⽜，別紙様式第16号別紙及び訂正本によるものとする。
⑶ 別紙様式第16号別紙の記入要領
別紙様式第16号別紙の記入要領については，初等中等教育局長が別に
定める。
⑷ 訂正本の作成要領
訂正本の作成要領については，初等中等教育局長が別に定める。

⑸ 検定済図書の訂正届出は，別紙様式第17号の⽛検定済図書の訂正届出
書⽜及び別紙様式第17号別紙によるものとする。
⑹ 検定済図書の訂正届出書及びその別紙の提出期間及び提出部数等
① 検定済図書の訂正届出書⚑部及びその別紙⚒部を，訂正を行おうと
する日の20日前までに提出する。
② 別紙様式第17号別紙の記入要領
別紙様式第17号別紙の記入要領については，初等中等教育局長が別
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に定める。
⑺ 訂正内容の周知
訂正の承認を受けた発行者又は届出により訂正を行った発行者が行う
規則第15条第⚓項の規定による通知は，初等中等教育局長が別に定める
ところにより，インターネットの利用その他適切な方法による訂正内容
の周知と併せて行うものとする。
⑻ 教科書に記載するウェブサイトのアドレスによって参照させる内容の
変更に関する報告は，別紙様式第18号の⽛ウェブサイトのアドレスが参
照させる内容の変更報告書⽜及び別紙様式第18号別紙によるものとする。
⑼ ウェブサイトのアドレスが参照させる内容の変更報告書及びその別紙
の提出期間及び提出部数等
① ウェブサイトのアドレスが参照させる内容の変更報告書⚑部及びそ
の別紙⚒部を，変更を行おうとする日の20日前までに提出する。
② 別紙様式第18号別紙の記入要領
別紙様式第18号別紙の記入要領については，初等中等教育局長が別
に定める。

⑽ 訂正申請及び訂正届出に関する適切な情報管理
① 文部科学省は，規則第14条第⚑項及び第⚒項に基づく訂正申請の承
認の審査が終了するまで又は規則第14条第⚓項に基づく訂正届出によ
り訂正を行おうとする日までは，②に掲げるもののほか，当該訂正申
請の承認の審査に関する資料及び当該訂正申請の承認の審査について，
その内容（訂正申請及び訂正届出の有無に関する情報を除く。）が外部
の者の知るところとならないよう，適切に管理しなければならない。
② 発行者は，規則第14条第⚑項及び第⚒項に基づく訂正申請が承認さ
れた日又は規則第14条第⚓項に基づく訂正届出により訂正を行おうと
する日までは，当該訂正申請又は当該訂正届出に関し文部科学大臣に
提出した文書の内容が当該発行者以外の者の知るところとならないよ
う，適切に管理しなければならない。
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第⚔ 見本の提出（規則第17条関係）
⑴ 別紙様式第19号の⽛見本提出届⽜及び見本の提出期間及び提出部数
① 規則第⚗条第⚑項の検定の決定の通知を受けた場合
通知を受けた日の翌日から起算して84日以内に，見本提出届⚑部及
び見本12部提出する。
② 規則第10条第⚒項の検定の決定の通知を受けた場合
通知を受けた日の翌日から起算して42日以内に，見本提出届⚑部及
び見本12部提出する。

⑵ 見本作成の留意事項
① 教科書符号（発行者の番号及び略称並びに教科書記号及び教科書番
号）を表紙及び奥付に記載する。
② 図書の名称及び定価の表示を奥付に記載する。
③ 規則第16条に規定する事項及び教科書の発行に関する臨時措置法第
⚓条に規定する事項を記載する。ただし，発行の年月日及び印刷の年
月日は，見本においては⽛ 年 月 日⽜のように空欄で記載する。
（なお，供給本についても上記①～③の事項を全て記載する。）

⑶ 編修趣意書の更新及び提出
① 規則第⚗条第⚑項又は規則第10条第⚒項の検定の決定の通知を受け
た場合，添付書類として提出した編修趣意書（別紙様式第⚕－⚑号か
ら第⚕－⚓号まで）を更新し，発行者名等を記載した上で提出する。
② ①の編修趣意書の提出期日，提出方法及び提出部数等については，
初等中等教育局長が別に定める。

第⚕ 申請図書等の公開（規則第18条関係）
⑴ 規則第18条に基づき公開する資料
規則第18条に基づき検定審査終了後に公開する資料は，検定審査申請
書及び申請図書（いずれも添付書類を含む。），調査意見書，判定案，検
定意見書，検定意見に対する意見申立書，申し立てられた意見の認否書，
検定審査不合格理由書，不合格理由に対する反論書，反論認否書，修正
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表並びに見本とする。
⑵ 検定審査終了後の公開方法
⑴において公開する資料の公開の方法，場所，期間及び日時について
は，初等中等教育局長が別に定める。

第⚖ 検定済図書の著作者の氏名等についての変更の届出
（規則第19条第⚒項関係）

規則第19条第⚒項の記載の変更は，別紙様式第20号の⽛奥付記載事項変
更届⽜によるものとする。

附 則
⚑ この大臣裁定は，平成11年10月⚑日から施行する。
⚒ 平成14年度使用に係る小学校及び中学校の教科用図書については，第
⚑の⚒⑵①イのうち⽛90日⽜とあるのは⽛120日⽜と読み替えて適用する。
附 則

この大臣裁定は，平成14年10月⚑日から施行する。
附 則

この大臣裁定は，平成16年⚑月⚕日から施行する。
附 則

この大臣裁定は，平成16年⚔月⚑日から施行する。
附 則

この大臣裁定は，平成18年⚑月⚑日から施行する。
附 則

⚑ 第⚕以外の規定については，平成21年⚔月⚑日から施行し，施行の際
現に検定の申請がなされているものについては，なお従前の例による。
ただし，別記については，高等学校学習指導要領（平成11年文部省告
示第58号）に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものへの
適用については，なお従前の例による。
⚒ 第⚕⑴⑵の規定については，平成21年⚔月⚑日から施行し，施行の際
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現に検定の申請がなされているものについては，なお従前の例による。
ただし，平成23年度使用に係る高等学校の教科用図書の検定で，平成
21年⚓月31日までに申請がなされているものについては，⽛18条⽜を⽛17
条⽜と読み替えて，改正後の規定を適用する。
⚓ 第⚕⑶の規定については，決定の日から施行し，平成21年⚓月31日ま
での間においては，⽛14条⽜を⽛13条⽜と読み替えて適用する。
附 則

⚑ この大臣裁定は，平成22年⚖月⚑日から施行する。
⚒ 別記については，高等学校学習指導要領（平成11年文部省告示第58号）
に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものへの適用につい
ては，なお従前の例による。
附 則

⚑ この大臣裁定は，平成22年11月30日から施行し，平成24年度以降の使
用に係る教科用図書の検定から適用する。ただし，この大臣裁定の施行
の際現に検定の申請がされている教科用図書及び平成22年度において教
科用図書の検定の申請を行うことができる種目及び期間を定める件（平
成22年文部科学省告示第84号）により平成22年度において検定の申請を
行うことができることとされた教科用図書の検定（別記に限る。）につい
ては，なお従前の例による。
⚒ 教科用図書検定規則実施細則の一部を改正する大臣裁定（平成22年⚕
月27日）附則第⚒項の規定によりなお従前の例によることとされる高等
学校の教科用図書の検定については，同裁定による改正前の教科用図書
検定規則実施細則（平成元年文部大臣裁定）別記⑥音訓一覧表の項中⽛⽛常
用漢字一覧表⽜（昭和56年内閣告示第⚑号）⽜とあるのは⽛⽛常用漢字表⽜
（平成22年内閣告示第⚒号）⽜とする。
附 則
この大臣裁定は，平成26年⚔月⚑日から施行する。
附 則
この大臣裁定は，平成28年⚒月⚑日から施行する。ただし，この大臣
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裁定の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書の検定について
は，なお従前の例による。
附 則
この大臣裁定は，平成29年⚘月10日から施行する。ただし，この大臣
裁定の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書の検定について
は，なお従前の例による。
附 則

⚑ この大臣裁定は，平成30年⚔月⚑日から施行する。
⚒ 別記については，高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第
34号）に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものへの適用
については，なお従前の例による。
附 則

⚑ この大臣裁定は，平成31年⚔月⚑日から施行する。
⚒ 高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第34号）に基づき教
科用として編修された図書の検定に係るものについては，この大臣裁定
による改正後の第⚑の⚒の⑵の⑧ア及びエ中⽛別記⽜とあるのは⽛教科
用図書検定規則実施細則の一部を改正する大臣裁定（平成29年11月15日）
による改正前の別記⽜と，この大臣裁定による改正後の第⚑の⚒の⑵の
⑧エ中⽛⽛⑫ 解答一覧表⽜及び⽛⑬ コンピュータプログラム等関連ファ
イル⽜⽜とあるのは⽛⽛⑩ 解答一覧表⽜及び⽛⑪ コンピュータプログラ
ム等関連ファイル⽜⽜と読み替えるものとする。
附 則

⚑ この大臣裁定は，令和⚓年⚒月15日から施行する。ただし，第⚓⑺の
規定については，同年⚘月⚑日から施行する。
⚒ 令和⚓年⚒月15日から同年⚗月31日の間における検定済図書の訂正内
容の周知については，なお従前の例による。
⚓ 別紙様式については，令和⚓年⚓月31日までの間は，なお従前の例に
よることができる。
⚔ この附則に定めるもののほか，この大臣裁定の施行に関し必要な経過
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措置は，初等中等教育局長が定める。
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別
記

添
付
書
類

記
載
事
項
等

添
付
(記
載
)を
要
す
る
教
科
(種
目
)等

備
考

①
編
修
趣
意
書

（
教
育
基
本
法
と
の
対
照
表
）

別
紙
様
式
第
⚕
－
⚑
号
に
よ

り
，
編
修
の
基
本
方
針
及
び
図

書
の
構
成
・
内
容
と
教
育
基
本

法
に
示
す
教
育
の
目
標
と
の
対

照
等
に
つ
い
て
示
す
。

全
て
の
教
科
（
種
目
）

（
学
習
指
導
要
領
と
の
対
照
表
，

配
当
授
業
時
数
表
）

別
紙
様
式
第
⚕
－
⚒
号
に
よ

り
，
以
下
の
事
項
を
示
す
。

ア
図
書
の
構
成
・
内
容
と
学

習
指
導
要
領
に
示
す ⽛
内
容
⽜

と
の
対
照
等

イ
申
請
図
書
の
各
内
容
の
ま

と
ま
り
ご
と
に
著
作
者
が
予

定
し
て
い
る
配
当
授
業
時
数

（
学
習
指
導
要
領
と
の
対
照
表
）

全
て
の
教
科
（
種
目
）

（
配
当
授
業
時
数
表
）

小
学
校
用
…
…
社
会
科
（
地
図
） ，
音
楽

科
及
び
図
画
工
作
科
を

除
く
教
科
（
種
目
）

中
学
校
用
…
…
社
会
科
（
地
図
），
音
楽

科
及
び
美
術
科
を
除
く

教
科
（
種
目
）

高
等
学
校
用
…
国
語
科
（
古
典
探
究
） ，

地
理
歴
史
科
（
地
図
），

芸
術
科
及
び
理
数
科

（
理
数
探
究
基
礎
）
を

除
く
教
科
（
種
目
）

（
配
当
授
業
時
数
表
）

発
展
的
な
学
習
内
容
の
指
導
に
係
る

時
数
は
配
当
時
数
に
含
め
な
い
。

（
発
展
的
な
学
習
内
容
の
記
述
）

別
紙
様
式
第
⚕
－
⚓
号
に
よ
る
。
全
て
の
教
科
（
種
目
）

発
展
的
な
学
習
内
容
を
取
り
上
げ
て

い
る
場
合
に
作
成
す
る
。

②
学
年
別
使
用
漢

字
一
覧
表

別
紙
様
式
第
21
号
，
第
22
号
に

よ
る
。

社
会
科
（
地
図
）
を
除
く
小
学
校
の

全
て
の
教
科
（
種
目
）
及
び
中
学
校
の

国
語
科

国
語
科
の
場
合
は
別
紙
様
式
第
21
号
，

そ
の
他
の
教
科
で
は
別
紙
様
式
第
22
号

を
使
用
す
る
。
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③
常
用
漢
字
以

外
の
使
用
漢
字

一
覧
表

中
学
校
用
…
…
社
会
科
（
地
図
） ，
音
楽

科
及
び
美
術
科
を
除
く

教
科
（
種
目
）

高
等
学
校
用
…
国
語
科
（
古
典
探
究
），

地
理
歴
史
科
（
地
図
）

及
び
芸
術
科
を
除
く
教

科
（
種
目
）

①
表
に
記
入
し
た
漢
字
の
下
に
は
そ

の
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
付
記
す
る
。

②
国
語
科
に
つ
い
て
は
，
こ
の
表
に

相
当
す
る
も
の
（
初
出
の
ペ
ー
ジ
を

付
記
し
た
も
の
）
が
，
図
書
の
巻
末

な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
，
こ

の
表
の
添
付
を
省
略
し
て
よ
い
。

④
音
訓
一
覧
表

常
用
漢
字
表
（
平
成
22
年
内
閣

告
示
第
⚒
号
）
に
示
す
音
訓
以
外

の
音
訓
を
示
す
。

中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
国
語
科

①
表
に
記
入
し
た
音
訓
に
は
そ
の
初

出
の
ペ
ー
ジ
を
付
記
す
る
。

②
こ
の
表
に
相
当
す
る
も
の
（
初
出

の
ペ
ー
ジ
を
付
記
し
た
も
の
）
が
，

図
書
の
巻
末
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る

と
き
は
，
こ
の
表
の
添
付
を
省
略
し

て
よ
い
。

⑤
出
典
一
覧
表

別
紙
様
式
第
23
号
に
よ
る
。

①
引
用
し
た
箇
所
の
全
て
に
つ
い
て

出
典
を
示
す
教
科
（
種
目
）

小
学
校
…
…
国
語
科
及
び
社
会
科

（
第
⚖
学
年
の
歴
史

に
関
す
る
部
分
）

中
学
校
…
…
社
会
科（
歴
史
的
分
野
）

高
等
学
校
…
地
理
歴
史
科
（
歴
史
総

合
，
日
本
史
探
究
及
び

世
界
史
探
究
）

②
引
用
し
た
箇
所
の
う
ち
，
図
書
中

に
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
に

つ
い
て
出
典
を
示
す
必
要
が
あ
る
教

科
（
種
目
）

上
記
①
を
除
く
教
科
（
種
目
）

①
新
た
に
作
成
し
た
挿
絵
，
写
真
，

統
計
資
料
，
実
験
値
，
地
図
（
歴
史

図
を
含
む
）
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
の

典
拠
を
示
す
。

②
国
語
科
に
お
い
て
は
，
原
文
に

加
除
訂
正
を
加
え
た
場
合
に
は
，
原

文
と
加
除
訂
正
の
箇
所
と
を
対
照
し

て
示
し
そ
の
理
由
を
付
記
し
た
書
類

を
添
付
す
る
。

③
算
数
科
及
び
数
学
科
に
お
い
て
は
，

実
在
す
る
統
計
資
料
を
出
典
す
る
場

合
に
は
，
出
典
の
複
写
物
を
提
出
す

る
。

④
音
楽
科
及
び
芸
術
科
（
音
楽
）
に
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お
い
て
は
，
原
典
を
改
編
し
た
場
合

に
は
，
改
編
箇
所
が
分
か
る
よ
う
に

し
て
原
典
の
複
写
物
を
提
出
す
る
。

（
た
だ
し
，
図
書
中
に
編
曲
者
等
名

が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
提
出
を

要
し
な
い
。）

⑤
外
国
語
科
（
英
語
科
）
に
お
い
て

は
，
出
典
の
複
写
物
を
提
出
す
る
。

⑥
出
典
に
つ
い
て
は
，
信
頼
性
の
あ

る
適
切
な
も
の
を
選
び
，
示
す
こ
と
。

⑦
出
典
の
複
写
物
な
ど
出
典
に
関
す

る
資
料
に
つ
い
て
は
求
め
に
応
じ
て

提
出
す
る
。

⑥
用
語
・
記
号

リ
ス
ト

学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
て
い

る
用
語
・
記
号
の
初
出
の
ペ
ー
ジ

を
付
記
す
る
。

算
数
科
及
び
数
学
科

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
数

学
的
活
動
の
活
動
例
（
ア
，
イ
，
ウ
な

ど
）
と
対
照
す
る
活
動
の
掲
載
ペ
ー
ジ

を
活
動
と
対
比
し
て
示
す
。

⑦
生
物
重
要
用

語
リ
ス
ト

生
物
重
要
用
語
を
50
音
順
で
示

す
と
と
も
に
，
生
物
重
要
用
語
数

を
付
記
す
る
。

理
科
（
生
物
基
礎
及
び
生
物
）

①
各
語
彙
に
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
付
記

す
る
。

②
図
書
中
に
こ
の
リ
ス
ト
に
相
当
す

る
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
，

各
巻
冊
別
に
生
物
重
要
用
語
数
を
記

入
す
る
だ
け
で
差
し
支
え
な
い
。

⑧
発
音
記
号
の

表
記
に
関
す
る

方
針

発
音
記
号
の
表
記
に
つ
い
て
，

そ
の
図
書
に
お
け
る
編
修
の
方
針

を
示
す
。

外
国
語
科

⑨
外
国
語
（
英

語
）
語
彙
リ
ス

新
出
語
を
各
巻
冊
別
に
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
順
で
示
す
と
と
も
に
，

外
国
語
科
（
高
等
学
校
の
論
理
・
表

現
Ⅰ
，
論
理
・
表
現
Ⅱ
及
び
論
理
・
表
①
各
語
彙
に
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
付
記

す
る
。
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ト
新
出
語
数
を
付
記
す
る
。

現
Ⅲ
を
除
く
。）

②
学
習
指
導
上
，
新
出
語
と
し
て
取

り
扱
う
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
，
リ
ス
ト
か
ら
除

外
し
て
差
し
支
え
な
い
。

③
中
学
校
の
外
国
語
科
に
つ
い
て
は
，

小
学
校
で
学
習
し
た
と
想
定
さ
れ
る

語
彙
の
一
覧
を
別
に
添
付
す
る
。

④
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ
に

つ
い
て
は
，
中
学
校
ま
で
に
学
習
し

た
と
想
定
さ
れ
る
語
彙
の
一
覧
を
別

に
添
付
す
る
。

⑤
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅱ
に

つ
い
て
は
，
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
Ⅰ
ま
で
に
学
習
し
た
と
想
定
さ

れ
る
語
彙
の
一
覧
を
添
付
す
る
。

⑥
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅲ
に

つ
い
て
は
，
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
Ⅱ
ま
で
に
学
習
し
た
と
想
定
さ

れ
る
語
彙
の
一
覧
を
添
付
す
る
。

⑦
外
国
語
科
の
各
科
目
に
お
け
る
新

出
語
の
う
ち
，
学
習
指
導
要
領
に
示

さ
れ
て
い
る
範
囲
の
単
語
に
つ
い
て

は
，
他
の
単
語
と
区
別
が
つ
く
よ
う

に
す
る
。

⑧
図
書
中
に
こ
の
リ
ス
ト
に
相
当
す

る
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
，

各
巻
冊
別
に
新
出
語
数
を
記
入
す
る

だ
け
で
差
し
支
え
な
い
。

⑩
外
国
語
（
英

学
習
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
音

外
国
語
科
，
工
業
科
（
工
業
技
術
英
①
ス
ク
リ
プ
ト
ご
と
に
図
書
中
の
掲
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語
）
ス
ク
リ
プ

ト
声
言
語
表
現
の
ス
ク
リ
プ
ト
を
示

す
。

語
）
及
び
商
業
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

載
ペ
ー
ジ
を
付
記
す
る
。

②
図
書
中
に
ス
ク
リ
プ
ト
が
示
さ
れ

て
い
る
と
き
は
，
添
付
を
省
略
し
て

よ
い
。

⑪
外
国
語
（
英

語
）
音
声

図
書
中
に
示
さ
れ
た
発
行
者
が

管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド

レ
ス
が
参
照
さ
せ
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
る
音
声
（
図
書
の

内
容
を
音
声
化
し
た
も
の
）
の
内

容
。

外
国
語
科
，
工
業
科
（
工
業
技
術
英

語
）
及
び
商
業
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

①
提
出
は
，
電
磁
的
記
録
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

②
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
形
式
，
記
録
媒

体
の
種
類
等
に
つ
い
て
は
，
初
等
中

等
教
育
局
長
が
別
に
定
め
る
。

⑫
解
答
一
覧
表

図
書
中
に
示
さ
れ
た
練
習
問
題

（⽛
備
考
⽜欄
に
示
す
も
の
を
除
き
，

平
易
な
問
題
及
び
図
書
中
に
練
習

問
題
の
解
答
が
記
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。）
に
つ
い
て
著
作
者

が
期
待
す
る
解
答
を
示
す
。

解
答
一
覧
表
の
提
出
が
必
要
な
教
科

及
び
そ
の
部
数
。

（
高
等
学
校
）

数
学
科
…
⚔
部

理
科
（
科
学
と
人
間
生
活
）
…
⚙
部

理
科
（
上
記
以
外
の
種
目
）
…
⚓
部

外
国
語
科
…
申
請
図
書
と
同
じ
部
数

情
報
科
（
各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
及

び
主
に
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ

る
教
科
），
工
業
科
，
商
業
科
…
⚓
部

農
業
科
，
水
産
科
…
⚒
部

①
数
学
科
の
練
習
問
題
に
つ
い
て
は
，

全
て
解
答
を
添
付
す
る
。

②
外
国
語
科
の
練
習
問
題
及
び
商
業

科
の
簿
記
会
計
諸
科
目
の
練
習
問
題

に
つ
い
て
は
，
図
書
中
に
問
題
の
解

答
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
は
全

て
解
答
を
添
付
す
る
。

⑬
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
プ
ロ
グ
ラ
ム

等
関
連
フ
ァ
イ

ル

図
書
中
に
示
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
使
用
す
る

際
に
必
要
と
な
る
フ
ァ
イ
ル

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
関
連
フ

ァ
イ
ル
の
提
出
が
必
要
な
教
科
及
び
そ

の
部
数
は
，
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。

（
小
学
校
）

全
て
の
教
科
（
種
目
）
…
⚑
部

（
中
学
校
）

提
出
は
，
書
面
で
は
な
く
，
電
磁
的

記
録
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
，
簡

易
な
も
の
は
，
提
出
を
省
略
し
て
よ
い
。

※
情
報
関
連
の
種
目

（
農
業
科
）
農
業
と
情
報
， （
工
業
科
）
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技
術
・
家
庭
科
…
⚑
部

（
高
等
学
校
）

数
学
科
及
び

情
報
科
（
各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
及

び
主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設

さ
れ
る
教
科
）
並
び
に
農
業
科
，
工
業

科
，
商
業
科
，
水
産
科
，
家
庭
科
，
看

護
科
及
び
福
祉
科
の
う
ち
，
情
報
関
連

の
種
目
※
…
⚑
部

工
業
情
報
数
理
，
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
技

術
，
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
技
術
，
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
技
術
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

技
術
，（
商
業
科
）
情
報
処
理
，
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
活
用
，
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
，
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
活
用
，
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管

理
，（
水
産
科
）
海
洋
情
報
技
術
， （
家

庭
科
）
生
活
産
業
情
報
， （
看
護
科
）
看

護
情
報
，（
福
祉
科
）
福
祉
情
報

⑭
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
ア
ド
レ
ス

の
掲
載
箇
所
一

覧
表

別
紙
様
式
第
24
号
に
よ
る
。

全
て
の
教
科
（
種
目
）

①
図
書
中
に
，
発
行
者
が
管
理
す
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
掲
載

す
る
場
合
に
作
成
す
る
。

②
①
の
ア
ド
レ
ス
が
参
照
さ
せ
る
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
画
面
を
印
刷
し
た
紙
面

を
添
付
す
る
。

③
提
出
は
，
書
面
及
び
電
磁
的
記
録

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

④
電
磁
的
記
録
の
提
出
方
法
等
に
つ

い
て
は
，
初
等
中
等
教
育
局
長
が
別

に
定
め
る
。

⑮
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
ア
ド
レ
ス

の
掲
載
箇
所
一

覧
表
（
外
国
語

（
英
語
）
音
声

に
係
る
も
の
）

別
紙
様
式
第
25
号
に
よ
る
。

外
国
語
科
，
工
業
科
（
工
業
技
術
英

語
）
及
び
商
業
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

①
図
書
中
に
，
発
行
者
が
管
理
す
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
掲
載

す
る
場
合
に
作
成
す
る
。

②
①
の
ア
ド
レ
ス
が
参
照
さ
せ
る
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
画
面
を
印
刷
し
た
紙
面

を
添
付
す
る
。
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年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

検 定 審 査 申 請 書

下記の申請図書について、審査を願いたく、申請図書 部及び
検定審査料 円を添えて申請します。

（備考）
⚑ ※受理番号欄には、申請図書番号を記入する。
⚒ その他の※欄は記入しない。
⚓ 申請図書の体裁のページ数の欄の括弧には、第⚑の⚑⑵②イにより算定
したページ数を記入すること。また、分冊がある場合には、分冊ごとのペ
ージ数も記入すること。
⚔ ⽛判型⽜欄には、変型版の場合は、縦、横の寸法を記入する。

別紙様式第⚑号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

※ 受 理 番 号
著 作 者 の
氏 名申 請 図 書 の

名 称

目的と
する

学 校

申請図書
の 体 裁

分 冊
教 科 判 型

(縦横) ( ㎜ ㎜)
種 目 全 体 の

ペ ー ジ 数 ( )
学 年 分冊ごとの

ペ ー ジ 数 ( )

※受付年月日 ※ 検定審査料
領 収 印
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検定規則実施細則

住
所

法人
に
あ
っ
て
は
、
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地


氏
名

法人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名



奥
付

氏
名

ふ
り
が
な

都
道
府
県
市
町
村
設
置
者
所
属
先
分
類

勤
務
先

役
職

専
門
分
野
担
当
箇
所
・
役
割
適
切
な
情
報
管

理
の
対
策
状
況

（
備
考
）
⚑
⽛
著
作
編
修
関
係
者
⽜
に
は
，
教
科
書
の
編
集
・
執
筆
を
行
っ
た
者
の
ほ
か
，
事
実
上
編
著
作
に
参
加
し
，
又
は
こ
れ
に
協
力
し
た
者
を
含
み
，
例
え
ば
，
教
科
書
の
編
著
作
者
で
は
な
い
が
，
原
稿

を
読
ん
で
誤
り
を
正
し
た
り
不
足
を
補
っ
た
り
す
る
作
業
を
行
い
編
著
作
に
関
与
し
た
者
等
も
含
む
（
奥
付
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。 ）
。

⚒
※
受
理
番
号
欄
に
は
，
申
請
図
書
番
号
を
記
入
す
る
。

⚓
⽛
奥
付
⽜
欄
に
は
，
図
書
に
代
表
と
し
て
氏
名
を
記
載
す
る
予
定
の
編
著
作
者
等
に
は
◎
を
，
図
書
に
氏
名
を
掲
載
す
る
予
定
の
編
著
作
者
等
に
は
○
を
記
入
す
る
（
左
記
の
い
ず
れ
で
も
な
い
者
に

つ
い
て
は
何
も
記
入
し
な
い
。）
。

⚔
⽛
設
置
者
⽜
欄
に
は
，
国
立
，
公
立
，
私
立
，
そ
の
他
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
。

⚕
⽛
所
属
先
分
類
⽜
欄
に
は
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
，
特
別
支
援
学
校
，
大
学
，
そ
の
他
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
。
な
お
，
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
は
小
学
校
，
義
務
教
育

学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
は
中
学
校
，
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
つ
い
て
は
高
等
学
校
と
記
入
す
る
。

⚖
⽛
専
門
分
野
⽜
欄
に
は
，
大
学
等
の
研
究
者
に
あ
っ
て
は
現
在
の
研
究
分
野
を
，
ま
た
教
諭
等
に
あ
っ
て
は
当
該
教
科
（
種
目
）
に
関
し
て
主
と
し
て
研
究
し
て
き
た
分
野
を
具
体
的
に
記
入
す
る
。

⚗
⽛
担
当
箇
所
・
役
割
⽜
欄
に
は
当
該
申
請
図
書
に
お
い
て
担
当
し
た
箇
所
を
目
次
に
示
さ
れ
た
項
目
等
に
沿
っ
て
分
か
り
や
す
く
記
入
す
る
と
と
も
に
，
監
修
，
執
筆
，
校
閲
，
編
修
等
著
作
編
修
に

お
け
る
役
割
を
実
際
に
即
し
て
記
入
す
る
。

⚘
⽛
適
切
な
情
報
管
理
の
対
策
状
況
⽜
欄
に
は
，
誓
約
書
の
受
領
な
ど
，
適
切
な
情
報
管
理
の
た
め
の
対
策
を
講
じ
た
か
ど
う
か
記
入
す
る
。

別
紙
様
式
第
⚒
号

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

※
受
理
番
号

学
校

教
科

種
目

学
年

著
作
編
修
関
係
者
名
簿
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

申請図書等公開同意書

文部科学省に提出した下記⚑の申請図書について、当該申請図書及びその

関連資料（下記⚒に示す資料）を、文部科学大臣が公開することに同意します。

なお、この同意に当たっては当該図書に係る著作権法第18条第⚑項に定め

る公表権を有する全ての者の同意を得ていることを確認します。

記

⚑ 申請図書

•名称

•目的とする学校、教科、種目及び学年

•著作者の氏名

⚒ 資料

①検定審査申請書、②検定審査申請書の添付書類、③申請図書の添付書類、

④不合格理由に対する反論書、⑤検定意見に対する意見申立書、⑥修正表、

⑦見本

※④～⑦については、文部科学省に提出があった場合のみ公開

別紙様式第⚓号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則

別紙様式第⚔号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

誓 約 書

当者は、上記学校・教科において、教科用図書検定規則第⚗条第⚒項の規

定及び同項に基づく教科用図書検定規則実施細則における規定に示す不公正

な行為をしていないことをここに誓約いたします。

学 校 教 科
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検定規則実施細則

⚑．編修の基本方針
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

⚒．対照表
（例）

⚓．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（備考）⚑ ※受理番号欄には、申請図書番号を記入する。
⚒ その他の※欄は検定申請時には記入せず、検定決定後に提出する際に記入する。
⚓ ⽛編修の基本方針⽜欄には、教育基本法第⚒条に示す教育の目標を達成するために編修の基本方針とした

点を記入する。
⚔ ⽛対照表⽜欄には、図書の構成・内容と教育基本法第⚒条各号に示す教育の目標との対照について記入する。

詳細は次のとおりとする。
① ⽛特に意を用いた点や特色⽜欄には、教育基本法第⚒条各号に示す教育の目標を達成するために、図書の構
成や内容において編修上特に意を用いた点や特色について記入する。その際、教育基本法第⚒条各号のうち、
特に関連が深いものを文末に示す。（例：第○号）

② ⽛該当箇所⽜欄には、上記内容に対応する具体的な箇所が分かるように、主な該当箇所のページ（例：○ペ
ージ）を記入する。

③ 必要に応じ、例で示している様式を参考にして、⽛対照表⽜欄を適宜工夫して作成しても差し支えない。
⚕ ⽛上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色⽜欄には、上記の記載事項以外に、教育基本法第⚕条に示

す義務教育の目的や学校教育法第21条に示す義務教育の目標、学校教育法第51条に示す高等学校教育の目標
などを達成するため、編修上特に意を用いた点や特色などがあれば記入する。

⚖ ⽛編修の基本方針⽜欄以下の外枠線は、記入しなくても差し支えない。
⚗ 別紙様式第⚕－⚑号の分量は⚕ページ以内とする。

編 修 趣 意 書
(教育基本法との対照表)

※受理番号 学校 教科 種 目 学年

※発行者の
番号・略称

※教科書の
記号・番号

※教 科 書 名

別紙様式第⚕－⚑号
(日本産業規格Ａ列⚔番)

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所
・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・（第○号）。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・（第○号）。
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検定規則実施細則

⚑．編修上特に意を用いた点や特色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

⚒．対照表
（例）

（備考）⚑ ※受理番号欄には、申請図書番号を記入する。
⚒ その他の※欄は検定申請時には記入せず、検定決定後に提出する際に記入する。
⚓ ⽛編修上特に意を用いた点や特色⽜欄には、学習指導要領の総則や当該教科の目標を達成するため、編修上
特に意を用いた点や特色を記入する。

⚔ ⽛対照表⽜欄には、図書の構成・内容と学習指導要領に示す⽛内容⽜の各事項との対照について、⽛内容の
取扱い⽜も踏まえて記入する。その際、⽛該当箇所⽜欄に、申請図書の該当箇所のページ（例：○～○ページ）
を記入する。また、必要に応じ、例で示している様式を参考にして、⽛対照表⽜欄を適宜工夫して作成しても
差し支えない。

⚕ ⽛配当時数⽜欄には、申請図書で予定している配当授業時数を示すこと。なお、配当授業時数の記載が必要
ない教科、種目については空欄でよい。

⚖ ⽛編修上特に意を用いた点や特色⽜欄以下の外枠線は、記入しなくても差し支えない。
⚗ 別紙様式第⚕－⚒号の分量は⚕ページ以内とする。

編 修 趣 意 書
(学習指導要領との対照表、配当授業時数表)

※受理番号 学校 教科 種 目 学年

※発行者の
番号・略称

※教科書の
記号・番号

※教 科 書 名

別紙様式第⚕－⚒号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当
時数

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。

計
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50

検定規則実施細則

ページ 記 述 類型 関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項 ページ数

合 計

（備考）⚑ ※受理番号欄には、申請図書番号を記入する。
⚒ その他の※欄は検定申請時には記入せず、検定決定後に提出する際に記入する。
⽛ページ⽜欄には、申請図書における発展的な学習内容の記述の掲載ページを示す。

⚓ ⽛記述⽜欄には、申請図書における発展的な学習内容の記述に付された表題等を示す。
⚔ ⽛類型⽜欄には、申請図書における発展的な学習内容の記述について、以下の分類により該当する記号を記入
する。
・学習指導要領上、隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても、当該学年等
の学習内容と直接的な系統性があるものを含む）とされている内容……⚑

・学習指導要領上、どの学年等でも扱うこととされていない内容……⚒
⚕ ⽛関連する学習指導要領の内容や内容の取扱いに示す事項⽜欄には、当該学年等の学習指導要領の内容や内
容の取扱いに示すどの事項と関連があるのか分かるように記入する。

⚖ ⽛ページ数⽜欄には、発展的な学習内容の記述が掲載されているページ数を記入する。ページの数え方は以下
のとおりとする。⽛合計⽜欄には発展的な学習内容の記述の合計ページ数を記入する。
・0.25ページ以下…0.25ページ
・0.25ページを超えて0.5ページ以下…0.5ページ
・0.5ページを超えて0.75ページ以下…0.75ページ
・0.75ページを超えて⚑ページ以下…⚑ページ

⚗ 別紙様式第⚕－⚓号の分量は⚒ページ以内とする。

編 修 趣 意 書
(発展的な学習内容の記述)

※受理番号 学校 教科 種 目 学年

※発行者の
番号・略称

※教科書の
記号・番号

※教 科 書 名

別紙様式第⚕－⚓号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則

別紙様式第⚖号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

表 紙 等 提 出 届

下記の申請図書について、表紙等の見本を 部提出します。

受 理 番 号

申 請 図 書 の
名 称

著 作 者 の
氏 名

目的と
する

学 校

教 科

種 目

学 年

表 紙 等
提出期限

※受 付
年月日

(備考）※欄には記入しない。
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

申請図書の書名変更届

下記の申請図書について、以下のとおり図書の名称を変更したいので、届

け出ます。

記

⚑ 申請図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 学校、教科、種目及び学年

⚔ 受理番号

別紙様式第⚗号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

変更前 変更後
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検定規則実施細則

受理番号

検 定 意 見 書

別紙様式第⚘号
枚中 枚目

学校 教科 学年種目

番

号

指摘箇所
指 摘 事 項 指 摘 事 由 検定

基準ページ 行

⽛検定基準⽜の欄には，義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書
検定基準の第⚒章及び第⚓章に掲げる項目のうち，該当するものの番号を示す。
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検定規則実施細則

受理番号

検定審査不合格理由書

別紙様式第⚙号

学校 教科 学年種目

⚑．検定審査不合格理由
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検定規則実施細則

受理番号 学校 教科 学年種目

⚒．欠陥箇所

枚中 枚目

番

号

指摘箇所
指 摘 事 項 指 摘 事 由 検定

基準ページ 行

⽛検定基準⽜の欄には，義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書
検定基準の第⚒章及び第⚓章に掲げる項目のうち，該当するものの番号を示す。
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

不合格理由に対する反論書

年 月 日付けで通知のあった下記の申請図書に関する不合格理

由に対し、別紙のとおり反論がありますので、反論書を提出します。

記

⚑ 申請図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 学校、教科、種目及び学年

⚔ 受理番号

別紙様式第10号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
10
号
別
紙
①

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

受
理
番
号

番
号

指
摘
箇
所

指
摘

事
項

反
論

ペ
ー
ジ

行
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
10
号
別
紙
②

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

受
理
番
号

教
科
用
図
書
検
定
規
則
第
⚗
条
第
⚒
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
審
査
不
合
格
理
由
に
対
す
る
反
論
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検定規則実施細則

反
論

認
否
書

受
理
番
号

学
校

教
科

種
目

学
年

番 号

指
摘
箇
所

指
摘

事
項

反
論

の
認

否

ペ
ー
ジ

行
認
否
の
別

認
め
な
い
理
由

別
紙
様
式
第
11
号
①

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)
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検定規則実施細則

反
論

認
否
書

受
理
番
号

学
校

教
科

種
目

学
年

教
科
用
図
書
検
定
規
則
第
⚗
条
第
⚒
項
の
規
定
に
よ
る

検
定
審
査
不
合
格
理
由
に
対
す
る
反
論

反
論

の
認

否

認
否
の
別

認
め
な
い
理
由

別
紙
様
式
第
11
号
②

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

検定意見に対する意見申立書

年 月 日付けで通知のあった下記の申請図書に関する検定意見

について、別紙のとおり意見がありますので、意見申立書を提出します。

記

⚑ 申請図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 目的とする学校、教科、種目及び学年

⚔ 受理番号

別紙様式第12号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
12
号
別
紙

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

受
理
番
号

番
号

指
摘
箇
所

指
摘

事
項

意
見

ペ
ー
ジ

行
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検定規則実施細則

申
し
立
て
ら
れ
た
意
見
の
認
否
書

受
理
番
号

学
校

教
科

種
目

学
年

番 号

指
摘
箇
所

指
摘

事
項

反
論

の
認

否

ペ
ー
ジ

行
認
否
の
別

認
め
な
い
理
由

別
紙
様
式
第
13
号

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

修 正 表 提 出 届

年 月 日付けで検定意見の通知のあった下記の申請図書につい

て、別紙の修正表を提出します。

記

⚑ 申請図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 目的とする学校、教科、種目及び学年

⚔ 受理番号

別紙様式第14号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
14
号
別
紙

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚓
番
)

受
理
番
号

番
号

指
摘
箇
所

原
文

修
正

文
ペ
ー
ジ

行
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検定規則実施細則

受理番号

調 査 意 見 書

別紙様式第15号
(日本産業規格Ａ列⚔番)

学校 教科 学年種目

番

号

指摘箇所
指 摘 事 項 指 摘 事 由 検定

基準ページ 行

（備考）
⚑ ⽛番号⽜欄は，以下の⚒から⚔の記入の後，一つの⽛指摘事由⽜毎に通し番号を付す。この一つの⽛指摘事由⽜の対
象となる⽛指摘箇所⽜・⽛指摘事項⽜が一検定意見相当箇所となる。

⚒ ⽛指摘箇所⽜欄及び⽛指摘事項⽜欄は，次の要領により記入する。
① ⽛指摘箇所⽜の各欄には，当該記述箇所のページ及び行数字を記入する。挿絵，写真，図，表などの場合は，原則
として⽛行⽜欄に⽛挿絵⽜などと記入する。

② ⽛指摘事項⽜欄は，当該記述箇所を引用することにより記入する。引用の範囲は，本文，説明文などの場合は，当
該欠陥に即して一語句，一文節，一文章等を単位とする。問題，注，資料，作品，挿絵，写真，図，表，目次，索引
などの場合は，一つのものを単位として特定し，その中で欠陥の部位が特定されるよう記入する。その他引用により
がたい場合は，当該欠陥の対象とその内容が特定されるように記入する。
なお，⽛指摘事由⽜が同一となる複数の欠陥が内容的にひとまとまりと捉えられるとき又は同一の欠陥のある記述

箇所が繰り返してあるときは，⽛指摘箇所⽜欄及び⽛指摘事項⽜欄には，原則として当該欠陥の初出の記述箇所を記入
し，その他については，⽛指摘事項⽜欄に，続けて⽛以下，何ページ何行『（引用記述又は内容）』⽜のように記入する。

⚓ ⽛指摘事由⽜欄には，検定基準に即して欠陥の内容を具体的に記入する。
⚔ ⽛検定基準⽜欄には，適用する検定基準の項目番号を記入する。
⚕ ⽛判定⽜欄は，審議会を経た後に，その採否が分かるように，検定意見と判定されたものについては⽛○⽜を，検定

意見と判定されなかったものについては⽛／⽜を記入する。
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

検定済図書の訂正申請書

下記の図書について、別紙のとおり訂正したいので、訂正本⚑部を添えて

申請します。

記

⚑ 図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 目的とする学校、教科、種目及び学年

⚔ 検定年月日

⚕ 図書の記号・番号

別紙様式第16号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
16
号
別
紙

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

図
書
の
記
号
・
番
号

番
号

訂
正
箇
所

原
文

訂
正

文
訂

正
理

由
ペ
ー
ジ

行
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検定規則実施細則

別紙様式第17号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

検定済図書の訂正届 出書

下記の図書について、別紙のとおり訂正したいので、届け出ます。

記

⚑ 図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 目的とする学校、教科、種目及び学年

⚔ 検定年月日

⚕ 図書の記号・番号

⚖ 訂正を行おうとする時期
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
17
号
別
紙

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

図
書
の
記
号
・
番
号

番
号

訂
正
箇
所

原
文

訂
正

文
訂

正
理

由
ペ
ー
ジ

行
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

ウェブサイトのアドレスが
参照させる内容の変更報告書

下記の図書について、別紙のとおり変更したいので、報告します。

記

⚑ 図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 目的とする学校、教科、種目及び学年

⚔ 検定年月日

⚕ 図書の記号・番号

⚖ 変更を行おうとする時期

別紙様式第18号

(日本産業規格Ａ列⚔番)
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検定規則実施細則
別
紙
様
式
第
18
号
別
紙

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

図
書
の
記
号
・
番
号

番
号

変
更
箇
所

原
文

変
更

文
変

更
理

由
ペ
ー
ジ

行
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

見 本 提 出 届

下記の図書について、見本 部を提出します。

別紙様式第19号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

図 書 の 名 称

申請図書の受理番号

目的とする

学 校

教 科

種 目

学 年

見本の体裁
判 型

ページ数

検定審査申請年月日 年 月 日

検定決定通知年月日 年 月 日
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検定規則実施細則

年 月 日

文部科学大臣 殿

住所 法人にあっては、主たる事務所の所在地
氏名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名

奥付記載事項変更届

下記の図書について、奥付記載事項に変更がありましたので届け出ます。

記

⚑ 図書の名称

⚒ 著作者の氏名

⚓ 目的とする学校、教科、種目及び学年

⚔ 検定年月日

⚕ 図書の記号・番号

⚑ ⽛変更内容⽜の欄には、規則第19条第⚒項に該当することとなる変更の内容を
記入する。

⚒ 変更部分が容易に判別できるよう、⽛変更前⽜及び⽛変更後⽜の変更部分に下線
を施すなどする。

⚓ 記載事項に追加がある場合は⽛変更前⽜の欄に追加と記入し⽛変更後⽜の欄に追
加事項を記入、削除がある場合は⽛変更前⽜の欄に削除事項を記入し⽛変更後⽜の
欄に削除と記入する。

別紙様式第20号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後
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検定規則実施細則

学
年
別
使
用
漢
字
一
覧
表
（
国
語
)

①
当
該
学
年
配
当
漢
字

②
前
学
年
配
当
漢
字

③
後の

学年
配当

漢字
及び

漢字
配当

表掲
載漢

字以
外の

漢字

計
字

計
字

計
字

（
備
考
）
⚑
本
様
式
は
，
学
校
，
学
年
ご
と
に
別
葉
と
す
る
。

⚒
申
請
図
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
中
で
，
当
該
学
年
で
指
導
す
る
こ
と
と
な
る
漢
字
の
う
ち
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
学
年
別
漢
字
配
当
表

（
以
下
⽛
漢
字
配
当
表
⽜
と
い
う
。）
で
当
該
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
⽛
①
⽜
の
欄
に
，
当
該
学
年
の
⚑
学
年
前
の
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字

を
⽛
②
⽜
の
欄
に
，
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
。
た
だ
し
，
中
学
校
用
図
書
に
つ
い
て
は
， ⽛
①
⽜
の
欄
は
空
欄
と
し
，⽛
②
⽜
の
欄
は
漢
字
配
当
表
で
第
⚖
学
年
に

配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
記
入
（
第
⚓
学
年
は
記
入
の
必
要
な
し
）
す
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
下
に
は
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

⚓
⽛
③
⽜
の
欄
に
は
，
申
請
図
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
中
で
，
当
該
学
年
よ
り
後
の
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
及
び
漢
字
配
当
表
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
漢
字
以
外
の
漢
字
を
記
入
す
る
。
た
だ
し
，
中
学
校
用
図
書
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
年
で
指
導
す
る
こ
と
と
な
る
常
用
漢
字
（
漢
字
配
当
表
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
漢
字
は
除
く
）
を
記
入
す
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
下
に
単
元
ご
と
の
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

⚔
⽛
①
⽜，
⽛
②
⽜，
⽛
③
⽜
の
各
欄
に
は
，
記
入
し
た
漢
字
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

⚕
上
記
に
相
当
す
る
も
の
が
図
書
の
巻
末
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
，
記
載
を
省
略
し
て
よ
い
。

別
紙
様
式
第
21
号

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

学
校

学
年
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検定規則実施細則

学
年
別
使
用
漢
字
一
覧
表

①
当
該
学
年
配
当
漢
字

②
後
の
学
年
配
当
漢
字
及
び
漢
字
配
当
表
掲
載
漢
字
以
外
の
漢
字

計
字

計
字

（
備
考
）
⚑
⽛
①
⽜
の
欄
に
は
，
申
請
図
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
中
で
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
学
年
別
漢
字
配
当
表
（
以
下
⽛
漢
字
配
当
表
⽜
と
い

う
。）
に
お
い
て
当
該
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
記
入
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
下
に
各
冊
ご
と
の
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

⚒
⽛
②
⽜
の
欄
に
は
，
申
請
図
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
中
で
，
漢
字
配
当
表
に
お
い
て
当
該
学
年
よ
り
後
の
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
及
び
漢
字

配
当
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
漢
字
以
外
の
漢
字
を
記
入
す
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
下
に
各
冊
ご
と
の
初
出
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

⚓
⽛
①
⽜，
⽛
②
⽜
の
各
欄
に
は
，
記
入
し
た
漢
字
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

⚔
上
記
に
相
当
す
る
も
の
が
図
書
の
巻
末
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
，
記
載
を
省
略
し
て
よ
い
。

別
紙
様
式
第
22
号

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)

学
年
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検定規則実施細則

出
典

一
覧

表
申
請
図
書

出
典

備
考

ペ
ー
ジ

名
称

種
別

名
称

ペ
ー
ジ

著
作
者
等

発
行
者

発
行
年
次
等

（
備
考
）
⚑
⽛
申
請
図
書
⽜
の
欄
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
⽛
ペ
ー
ジ
⽜
の
欄
に
は
，
引
用
又
は
新
た
に
作
成
し
た
教
材
や
資
料
等
の
申
請
図
書
に
お
け
る
掲
載
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

②
⽛
名
称
⽜
の
欄
に
は
，
引
用
し
た
教
材
や
資
料
等
の
申
請
図
書
に
お
け
る
名
称
を
示
す
。

③
⽛
種
別
⽜
の
欄
に
は
，
国
語
教
材
，
楽
譜
，
写
真
，
図
，
挿
絵
，
表
，
グ
ラ
フ
，
地
図
な
ど
の
別
を
示
す
。

⚒
⽛
出
典
⽜
の
欄
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
出
典
が
一
般
図
書
の
場
合
は
，
当
該
図
書
の
名
称
（
版
次
を
含
む
。）
，
掲
載
ペ
ー
ジ
，
著
作
者
・
編
集
者
等
，
発
行
者
及
び
発
行
年
次
を
各
欄
に
示
す
。

②
出
典
が
定
期
刊
行
物
の
場
合
は
，
発
行
年
次
等
欄
に
巻
号
，
発
行
月
日
等
を
示
す
。

③
出
典
が
図
書
で
な
い
場
合
に
は
，
備
考
欄
に
資
料
提
供
者
や
保
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
，
及
び
当
該
資
料
に
付
さ
れ
た
整
理
番
号
等
を
示
す
な
ど
，
出
典

を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
な
情
報
を
記
入
す
る
。

⚓
出
典
を
基
に
申
請
図
書
の
発
行
者
が
改
変
を
行
っ
た
場
合
又
は
新
た
に
作
成
を
行
っ
た
場
合
は
，⽛
備
考
⽜
欄
に
そ
の
旨
を
示
す
。

⚔
⑴
写
真
等
に
つ
い
て
は
，
肖
像
権
等
の
権
利
処
理
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
こ
と
。

⑵
著
作
物
の
掲
載
に
当
た
っ
て
は
，
著
作
権
法
第
33
条
に
基
づ
き
，
掲
載
す
る
旨
を
著
作
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
，
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
う
必
要
が

あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
（
別
途
契
約
を
締
結
す
る
場
合
を
除
く
） 。

備
考
⚔
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
た
。

別
紙
様
式
第
23
号

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)
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検定規則実施細則

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
の
掲
載
箇
所
一
覧
表

申
請
図
書

学
習

上
の

参
考

に
供

す
る

情
報

備
考

番
号

ペ
ー
ジ

種
別

参
照
先

U
RL

概
要

(例
)

⚑
15

U
RL

○
○
省

ht
tp
://
w
w
w
.x
xx
xx
.g
o.
jp
/x
xx
xx
x/

○
○
省
防
災
へ
の
取
組

の
ペ
ー
ジ

○
○
○

自
社
ペ
ー
ジ
U
RL

防
災
に
関
す
る
自
社
作

成
情
報
を
掲
載

別
紙
⚑
添
付

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
。

・
・
・

（
備
考
）

申
請
図
書
中
に
発
行
者
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。 ）
を
掲
載
す
る
場
合
に
，
本
表
を
以
下
の

と
お
り
作
成
す
る
。

⚑
⽛
申
請
図
書
⽜
の
欄
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
⽛
番
号
⽜
の
欄
は
，
複
数
の
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
が
同
一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
さ
せ
る
場
合
，
一
つ
の
番
号
に
ま
と
め

て
記
入
す
る
。

②
⽛
ペ
ー
ジ
⽜
の
欄
は
，
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
の
申
請
図
書
に
お
け
る
掲
載
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

③
⽛
種
別
⽜
の
欄
は
，
U
RL
，
二
次
元
コ
ー
ド
等
の
別
を
示
す
。

⚒
⽛
学
習
上
の
参
考
に
供
す
る
情
報
⽜
の
欄
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
⽛
参
照
先
⽜
の
欄
に
は
，
発
行
者
の
ペ
ー
ジ
か
ら
参
照
さ
せ
る
学
習
上
の
参
考
に
供
す
る
ペ
ー
ジ
を
作
成
す
る
団
体
名
な
ど
を
記
入
す
る
。

②
⽛
U
RL
⽜
の
欄
に
は
，
実
際
に
参
照
さ
せ
る
学
習
上
の
参
考
に
供
す
る
ペ
ー
ジ
の
U
RL
を
記
載
す
る
。
な
お
，
参
照
先
が
発
行
者
の
作
成
し
た
ペ
ー
ジ
で
あ
る

場
合
は
，⽛
自
社
ペ
ー
ジ
U
RL
⽜
と
記
入
す
る
。

③
⽛
概
要
⽜
欄
に
は
，
参
照
先
に
お
け
る
情
報
の
内
容
を
簡
潔
に
記
入
す
る
。

⚓
申
請
図
書
中
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
が
参
照
さ
せ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
画
面
を
印
刷
し
た
紙
面
に
は
，
対
応
す
る
本
表
の
番
号
を
紙
面
右
上
に
付
記
し
，

本
表
に
添
付
す
る
こ
と
。

⚔
学
習
上
の
参
考
に
供
す
る
情
報
を
示
す
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
発
行
者
に
お
い
て
作
成
し
た
ペ
ー
ジ
の
場
合
，
参
照
先
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
画
面
を
印
刷
し
た
紙
面
を
，

本
表
に
添
付
す
る
こ
と
。
そ
の
際
， ⽛
備
考
⽜
の
欄
に
⽛
別
紙
⚑
添
付
⽜
な
ど
と
記
載
し
，
印
刷
し
た
紙
面
右
上
に
⽛
別
紙
⚑
⽜
な
ど
と
記
入
す
る
こ
と
。

別
紙
様
式
第
24
号

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
⚔
番
)
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検定規則実施細則

別紙様式第25号

(日本産業規格Ａ列⚔番)

ウェブサイトのアドレスの掲載箇所一覧表
(外国語（英語）音声に係るもの)

番号 ページ 行 ウェブサイトを参照させる手段（URL、二次元コード等の別）

(例)

⚑ 10、12、14 脚注 URL

⚒ 30、32、34 脚注 二次元コード

（備考）
⚑ 図書の内容を音声化したファイルを掲載したウェブサイトを参照させるため、ウェブサイ
トのアドレス又は二次元コードその他のこれに代わるものの掲載箇所を記入する。
⚒ 複数のページ等に記載されたウェブサイトのアドレスが同一のウェブサイトを参照させる
場合には、一つの番号にまとめて記入する。
⚓ ウェブサイトのアドレスが参照させるウェブサイトの画面を印刷した紙面には、対応する
本表の番号を紙面右上に付記し、本表に添付する。




